
 
 

 
 

「豊かなむらを災害から守る月間」運動の実施 
 
１ 目的 

兵庫県では、６月１日から６月３０日までの１ヶ月間を「豊かなむらを災害から守る月
間」と定め、梅雨や台風に備えて、農山村地域の要監視ため池・山地災害危険地区等の点
検を行うことで、災害を未然に防止する運動を進めます。 
さらに、この月間を通じて子供の安全を守るため、ため池における水難事故防止運動に

も取り組みます。 
 
２ 主催 

兵庫県・管内市町 
（協賛：兵庫県土地改良事業団体連合会、（一社）兵庫県治山林道協会、兵庫県ため池
保全協議会） 

 
３ 期 間 

６月１日～６月３０日 
 
４ 内 容 
（１）パトロールの実施 

県及び管内市町は、危険地の点検・確認を行い、必要に応じため池管理者への防災指
導等を実施します。 
①  中播磨県民センター防災パトロール 

日 時： 令和５年６月７日（水）９時～１２時 （詳細別紙） 
場 所： 姫路市１箇所、市川町１箇所、福崎町1箇所 
パトロール者： 県民センター長ほか 

② 山地災害危険地区と治山施設防災パトロール（随時） 
パトロール者： 姫路農林水産振興事務所、管内各市町 

③ 要監視ため池防災パトロール（随時） 
パトロール者： 姫路土地改良センター、管内各市町及びため池管理者等 

④ 各市町防災パトロール（随時） 

（２）広報活動 
① 広報車による巡回放送 
② 県（姫路総合庁舎）、市町庁舎及び公民館等にポスターを掲示し、月間運動中のＰＲ 

 
参考 

① 山地災害危険地区:山崩れなどにより、人家等に直接被害を与える恐れのある渓流や
自然斜面 

② 要監視ため池：農業用ため池のうち、老朽化等により生じる構造上の不具合の度合や、
決壊による下流への影響度により判定される水防計画上、特に警戒を要するもの 
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令和５年度 中播磨県民センター管内 

防災パトロール実施計画 
 
 

 
１. 防災パトロール者 

中播磨県民センター 県民センター長 法田 尚己 

中播磨県民センター 副センター長 石田 勝則 

姫路農林水産振興事務所  所   長 渡邉 直樹 

姫路土地改良センター  所   長 鶴﨑 俊則 

 
２. パトロール行程 

9:00    姫路総合庁舎（集合） 

9:10 発 

9:55 着 

 姫路バイパス・播但道 

 

（15 分） ① 県単独緊急防災事業【市川町東川辺】 

 
10:20 発 

10:40 着 

  

（15 分） ② 要監視ため池（南大貫）宮の池【福崎町大貫】 

 
10:55 発 

11:15 着 

  

（15 分） ③ 要監視ため池 相合池 【姫路市飾東町佐良和】 

 
11:30 発   

12:00 着  姫路総合庁舎（解散） 

 
 



令和５年度　中播磨県民センター管内　防災パトロール位置図

③要監視ため池・相合池

（姫路市飾東町佐良和）

①県単独緊急防災事業

（市川町東川辺）

姫路総合庁舎

②要監視ため池・（南大貫）宮の池

（福崎町大貫）




